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産業廃棄物を委託処理する際に使用が義務付けられているマニフェスト（産業廃棄物管理票）を

交付した事業者は、県知事（広島市、呉市及び福山市内の事業場については各市長）にマニフェスト

交付等状況報告を提出する必要があります。（根拠：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項）

１ 報告義務者

産業廃棄物を広島県内で排出し、マニフェストを交付した事業者（２次マニフェストを交付する

中間処理業者を含む。）

※なお、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センター（注）が行政報告を行うため、事業者自らが

報告する必要はありません。

２ 報告対象期間

前年度１年間（前年４月１日から本年３月３１日まで）

３ 報告期限

６月３０日（４月１日から受付）

４ 報告の方法等

県への報告はマニフェストの使用枚数などに応じて、最も適した方法により報告してください。

○ 県ＨＰマニフェスト報告関係情報ＵＲＬ

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i2-manifest-manifest-top.html

５ その他

産業廃棄物を排出する事業者の方に対しては、産業廃棄物の適正処理等を確保するため、廃棄物

処理法によって様々な責務が課せられていますので厳守をお願いします。【「資料２」参照】

注 電子マニフェスト及び情報処理センター（＝(公財)日本産業廃棄物処理振興センター）の詳細については、

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのＨＰ（http://www.jwnet.or.jp/jwnet/）参照

報告の種類 主な対象者 報 告 方 法

インターネット

による報告

（直接入力）

数種の産業廃棄物を

特定の処理業者に委

託している方

インターネットにて、県ＨＰの電子申請システム

において直接データを入力して報告

インターネット

による報告

（電子ファイル添付）

多種の産業廃棄物を

排出又は委託先が多

数ある方

インターネットにて、県ＨＰからダウンロードし

たエクセル様式に入力の上、電子申請システムに

おいてその電子ファイルを添付して報告

紙による報告

（手書き）

インターネットを未

利用の方

資料１の記載要領に沿って、様式に必要事項を記

入のうえ、表１の報告窓口に提出（郵送可）

マニフェスト交付等状況報告について
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表１ 報告窓口（県の所管機関）について

【提出先について】

※１ 報告書は、産業廃棄物を排出した事業所等の所在地の区分に従い、それぞれの所管機関へ提出してくださ

い。

※２ 建設業等の場合、例えば、大竹市と三次市に作業所（現場）があり、これらの作業所を総括的に管理して

いる支店が広島市にある場合は、支店でとりまとめた上、当該支店の所在地にある県厚生環境事務所（この

例の場合は、西部厚生環境事務所広島支所）へ提出してください。

※３「インターネットによる報告（直接入力）」の場合は、次の機関が所管しています。

※４ 政令市（広島市、呉市及び福山市）における報告先は次のとおりです。（報告様式等が異なりますので、

事前にホームページ等で確認してください。）

事業所等の所在地 提出先（県の所管機関） 住所・電話番号

大竹市、廿日市市
西部厚生環境事務所

環境管理課

〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68
0829-32-1181

府中町、海田町、熊野町、

坂町、安芸高田市、

安芸太田町、北広島町

西部厚生環境事務所

広島支所 衛生環境課

〒730-0011 広島市中区基町10-52
082-228-2111

江田島市
西部厚生環境事務所

呉支所 衛生環境課

〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25
0823-22-5400

竹原市、東広島市、

大崎上島町

西部東厚生環境事務所

環境管理課

〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
082-422-6911

三原市、尾道市、

世羅町

東部厚生環境事務所

環境管理課

〒722-0002 尾道市古浜町26-12
0848-25-2011

府中市、神石高原町
東部厚生環境事務所

福山支所 衛生環境課

〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1
084-921-1311

三次市、庄原市
北部厚生環境事務所

環境管理課

〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1
0824-63-5181

事業所等の所在地 提出先（県の所管機関） 住所・電話番号

県内一円（広島市、呉市及

び福山市内を除く）

広島県庁 環境県民局

産業廃棄物対策課

〒730-8511 広島市中区基町10-52
082-513-2963

事業所等の所在地 提出先（所管機関） 住所・電話番号

広島市
広島市 環境局 業務部

産業廃棄物指導課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
082-504-2225

呉市
呉市 環境部

環境政策課

〒737-8501 呉市中央四丁目1-6
0823-25-3302

福山市
福山市 経済環境局環境部

廃棄物対策課

〒720-8501 福山市東桜町3-5
084-928-1168
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記載要領（紙による報告）

前年度１年間の産業廃棄物の委託処理に係るマニフェストの交付状況について、次の事項に注意して報告書

を作成し、６月３０日までに提出してください。

なお、様式中の各コードについては、別紙の「コード一覧表」を参照してください。

【事業場に関する事項】

◎報告書は産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成する必要があります。事業場が異なる場合は、それぞれに

ついて報告書を作成してください。

１ 報告者

報告書を提出する排出事業者の住所、氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）等を記入してください。

また、担当者の所属、名前、電話番号、ＦＡＸ番号を記入してください。

２ 事業場の名称及び所在地

産業廃棄物を排出した事業場の名称、所在地を記入してください。

なお、広島県内（広島市、呉市及び福山市を除く。）で、設置が短期間又は所在が一定しない事業場が２以上

ある場合は、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で、所管する県厚生環境事務所に提出してください。

３ 業種

事業場の主たる業務内容について、日本標準産業分類における事業区分（中分類）及び業種コードを記入し

てください。

４ 電話番号

事業場の電話番号を、市外局番から左詰で、ハイフン（－）も記入してください。

【産業廃棄物の処理状況に関する事項】

◎産業廃棄物の処理状況は、産業廃棄物の種類、運搬受託者又は処分受託者ごとに記入する必要があります。

産業廃棄物の種類、運搬又は処分の受託者が異なる場合は、それぞれ別の行に処理状況を記入してください。

５ 産業廃棄物の種類

委託処理した産業廃棄物の種類について、産業廃棄物の種類及び産業廃棄物コードを記入してください。

なお、電気製品が廃棄物になったものは廃電気機械器具として、また、事務机のように複数の産業廃棄物が

一体不可分の状態で混合している場合は、重量的に最も構成比が高い産業廃棄物の種類を記載してください。

（例：事務机の場合は、金属くずと廃プラスチック類の混合物ですが、重量的には金属の構成比が高いので、「金属くず」

と記載してください。）

※ 原則としてマニフェストは運搬車両ごと・処分先ごと・産業廃棄物の種類ごとに交付する必要があります。

（例：１台の車両に木くずと金属くずを積載して運搬する場合は、マニフェストを２枚交付する必要があります。）

６ 排出量

委託処理した産業廃棄物の量について、重量（トン）を用いて記入してください。

産業廃棄物の量を体積（㎥）で管理している場合は、産業廃棄物コード表に掲載の換算係数を用いて必ず重

量（トン）に換算し、小数点以下３桁まで記入してください。

※ 廃棄物の量が非常に少ない場合（四捨五入後の値が0.001トン未満の場合）は、0.000を記入してください。

７ 管理票の交付枚数

産業廃棄物を委託処理する際に交付した管理票の枚数を記入してください。

８ 運搬受託者の許可番号

産業廃棄物の収集運搬を委託した収集運搬業者の許可番号の下６桁を記入してください。

（例：許可番号が「０３４０１２３４５６７」の場合は「２３４５６７」を記入）

※ 処分を許可業者に委託した場合であって、かつ収集運搬を排出事業者自らが行った場合は「９９９９９９」を記入してく

ださい。

資料 1
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９ 運搬受託者の氏名又は名称

産業廃棄物の収集運搬を委託した収集運搬業者名（産業廃棄物収集運搬業許可証に記載されている氏名）を

記入してください。（マニフェストの「運搬受託者」の欄に記載されている業者です。）

※ 処分を許可業者に委託した場合であって、かつ収集運搬を排出事業者自らが行った場合は、「自社」と記入してください。

10 運搬先の住所

産業廃棄物の運搬先の所在地（都道府県名及び市町村名まで）及びその住所コードを記入してください。（マ

ニフェストの「運搬先の事業場」の欄の所在地です。）

※ 原則として、中間（最終）処分場の所在地となりますが、複数の収集運搬業者が区間を区切って運搬した場合、第１区間

の運搬受託者の運搬先の住所（目的地）は、産業廃棄物の積替え保管を行った施設（積替え保管施設）の所在地となります。

11 処分受託者の許可番号

産業廃棄物の処分を委託した処分業者（中間処理を行う場合は中間処理業者。以下同じ）の許可番号の下６

桁を記入してください。

※ 収集運搬を委託した場合であって、かつマニフェストの交付を要さない者に処分を委託した場合は「８８８８８８」を記

入してください。また、環境大臣による無害化処理認定施設で処分した場合も「８８８８８８」を記入してください。

※ 排出事業者が自社の処理施設で処分した場合は「９９９９９９」を記入してください。

12 処分受託者の氏名又は名称

産業廃棄物の処分を委託した処分業者名（産業廃棄物処分業許可証に記載されている氏名）を記入してくだ

さい。（マニフェストの「処分受託者」の欄に記載されている業者です。）

※ 収集運搬を許可業者に委託した場合であって、かつ処分を排出事業者自ら行った場合は、「自社」と記入してください。

13 処分場所の住所

産業廃棄物の処分先の所在地（都道府県名及び市町村名まで）及びその住所コードを記入してください。（マ

ニフェストの「運搬先の事業場（処分事業場）」の欄の所在地です。）

ただし、運搬先の住所と同じである場合は、記入を省略することができます。

※ 処分業者の会社の住所ではなく、産業廃棄物を搬入した処分場の所在地ですので注意してください。

14 その他の注意事項

（１）石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含む場合

運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじ

ん等が含まれる場合は「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記載するとともに、次のコードを記入してくださ

い。

（２）区間を区切って運搬を委託した場合（積替え保管を行った場合）

区間ごとの運搬受託者についてすべて記入し、「産業廃棄物の種類」欄に「区間委託」を記載するとともに、

第２区間以降については廃棄物コード欄に「６６６６」を記入してください。

※ 収集運搬業者が１社のみの場合、当該事業者の積替・保管場所を経由する場合でも、区間委託には該当しません。

（３）運搬受託者が再委託を行った場合

再受託者についてすべて記入してください。

（４）その他

同じ種類の廃棄物を排出した場合でも、運搬受託者・処分受託者等の組み合わせが異なる場合は、必ず行

を分けて記入してください。

産業廃棄物の種類 産業廃棄物コード

石綿含有産業廃棄物 2400

水銀使用製品産業廃棄物 2500

水銀含有ばいじん等 2600
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様式第三号（第八条の二十七関係）

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和６年度） （ ／ ）

年 月 日

広島県知事 様

〒

報告者 住所

氏名

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、令和５年度（2023年度）の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 業種

業種コード

事業場の所在地
担当者所属 担当者名

電話番号 FAX番号

番

号
産業廃棄物の種類

排出量（ｔ）
(必ず重量（トン）を小数第三位まで記入)

管理票の交付

枚数（枚）

運搬受託者の許可番号

（下６桁を記入）

運搬受託者の

氏名又は名称

運搬先の住所

（運搬の目的地）

処分受託者の許可番号

（下６桁を記入）

処分受託者の

氏名又は名称
処分場所の住所

1

t

廃棄物コード 運搬先コード 運搬先コード

2

t

廃棄物コード 運搬先コード 運搬先コード

3

t

廃棄物コード 運搬先コード 運搬先コード

4

t

廃棄物コード 運搬先コード 運搬先コード

・

備考

１ この報告書は、前年４月１日から３月31日までに交付した産業廃棄物管理票について６月30日までに提出すること。

２ 同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

３ 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。

４ 業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

５ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含

有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

６ 複数の収集運搬業者に区間を区切って運搬を委託した場合、又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

７ 運搬先の住所は記載要領により記入すること。
(日本工業規格Ａ列４番)

・

・

・
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様式第三号（第八条の二十七関係）

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和６年度） （ １／２ ）

令和６年○月×日

広島県知事 様

〒 ７３０－８５１１

報告者 住所 広島県広島市中区基町10-52

氏名 株式会社 広島県

代表取締役 広島 太郎

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号 082-211-5374

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、令和５年度（2023年度）の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

事業場の名称 ㈱広島県 東広島営業所 業種 専門サービス業（他に分類されないもの）
業種コード

L72

事業場の所在地 東広島市西条昭和町○―×―△
担当者所属 総務部 担当者名 広島 二郎

電話番号 082-211-5374 FAX番号 082-211-5374

番

号
産業廃棄物の種類

排出量（ｔ）
(必ず重量（トン）を小数第三位まで記入)

管理票の交付

枚数（枚）

運搬受託者の許可番号

（下６桁を記入）

運搬受託者の

氏名又は名称

運搬先の住所

（運搬の目的地）

処分受託者の許可番号

（下６桁を記入）

処分受託者の

氏名又は名称
処分場所の住所

1

廃 酸 t 広島県 広島県

廃棄物コード 0 2 7 0 1 2 9 9 9 9 9 9
自社

運搬先コード 3 4 5 6 7 8 Ａ産廃㈱ 運搬先コード

0400 034 034

2

t

廃棄物コード 運搬先コード 運搬先コード

3
金属くず t 山口県

廃棄物コード 3 7 7 7 2 5 3 3 5 5 6 6
U工業 ㈱

運搬先コード 運搬先コード

1200 035

4

区間委託 t 福岡県 福岡県
廃棄物コード 8 7 9 5 4 3 M衛生 ㈱

運搬先コード 5 1 2 3 4 5 Ｋ製鋼㈱ 運搬先コード

6666 040 040

法人名、本社所在地等、廃棄物を排出し

た事業者について記入してください
廃棄物が発生・排出した工場や工事現場等、

事業場について記入してください

記 載 例

報告書を作成した担当者について

記入してください

現在のページ

総ページ

運搬先を記載（通常、処分

場所の住所になります）

処分場の住所を記載

（通常、運搬先の住所

と同じです）

収
集
運
搬
業
者
が
複
数
い
る
場
合

第 1区間の運搬目的地を記載

（通常、積替保管施設の住所に

なります）

必ず重量（トン）で

記入してください

・

・

・

・

備考

１ この報告書は、前年４月１日から３月31日までに交付した産業廃棄物管理票について６月30日までに提出すること。

２ 同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

３ 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。

４ 業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

５ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含

有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

６ 複数の収集運搬業者に区間を区切って運搬を委託した場合、又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

７ 運搬先の住所は記載要領により記入すること。
(日本工業規格Ａ列４番)
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コ ー ド 一 覧 表

■ 産業廃棄物コード

コード 種 類 換算係数 ｔ/㎥

産
業
廃
棄
物

0100 燃え殻 1.14

0200 汚泥 1.10

0300 廃油 0.90

0400 廃酸 1.25

0500 廃アルカリ 1.13

0600 廃プラスチック類 0.35

0700 紙くず 0.30

0800 木くず 0.55

0900 繊維くず 0.12

1000 動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物

又は植物に係る固形状の不要物
1.00

4000 動物系固形不要物 とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 1.00

1100 ゴムくず 0.52

1200 金属くず 1.13

1300 ガラスくず等
ガラスくず、コンクリートくず（ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じ

たものを除く）及び陶磁器くず等
1.00

1322 廃石膏ボード 0.30

1400 鉱さい 1.93

1500 がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに

類する不要物
1.48

1600 動物のふん尿 1.00

1700 動物の死体 1.00

1800 ばいじん 1.26

1900 １３号廃棄物
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、他の産業廃棄物に該当し

ないもの
1.00

2000 建設混合廃棄物 0.26

2300 シュレッダーダスト 廃自動車等を破砕したもの 0.26

2400 石綿含有産業廃棄物 非飛散性のアスベストを含む産業廃棄物 ―

2500 水銀使用製品産業廃棄物 水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの ―

2600 水銀含有ばいじん等 水銀を一定以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリ ―

3000 廃自動車 自動車、自動二輪車等で不要となったもの 1.00

3100 廃電気機械器具 1.00

3510 鉛蓄電池 鉛蓄電池で不要となったもの（※水溶液は特別管理産業廃棄物） 1.00

3520 乾電池 乾電池で不要となったもの 1.00

3500 廃電池類 鉛蓄電池、乾電池以外の電池類で不要となったもの 1.00

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

7000 可燃性廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 0.90

7100 腐食性廃酸 水素イオン濃度指数（pH）2.0以下の廃液 1.25

7200 腐食性廃アルカリ 水素イオン濃度指数（pH）12.5以上の廃液 1.13

7300 感染性産業廃棄物 0.30

7410 廃ＰＣＢ等など PCBを含む廃油、PCB汚染物、PCB処理物 1.00

7440 廃水銀等 廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの 13.57

7421 廃石綿等 石綿除去事業により撤去されたアスベスト等 0.30

7422 指定下水汚泥 判定基準を超過する有害物質を含むもの 1.10

7423 特定有害鉱さい 判定基準を超過する有害物質を含むもの 1.93

7424 特定有害燃え殻 判定基準を超過する有害物質を含むもの 1.14

7425 特定有害廃油 判定基準を超過する有害物質を含むもの 0.90

7426 特定有害汚泥 判定基準を超過する有害物質を含むもの 1.10

7427 特定有害廃酸 判定基準を超過する有害物質を含むもの 1.25

7428 特定有害廃アルカリ 判定基準を超過する有害物質を含むもの 1.13

7429 特定有害ばいじん 判定基準を超過する有害物質を含むもの 1.26

7430 特定有害１３号廃棄物
判定基準を超過する有害物質を含み、特別管理産業廃棄物を処分するために処

理したものであって、他の特別管理産業廃棄物に該当しないもの
1.00

6666 区間を区切った運搬 区間を区切った収集運搬を委託した場合 －

※ この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置付けであることに留意されたい。

別紙



8

■ 住所コード

地方 名称
住所

コード
地方 名称

住所

コード

北海道 北海道 001 中国 鳥取県 031

東北 青森県 002 島根県 032

岩手県 003 岡山県 033

宮城県 004
広島県

（下記以外）
034

秋田県 005 広島市 073

山形県 006 呉市 074

福島県 007 福山市 091

関東 茨城県 008 山口県 035

栃木県 009 四国 徳島県 036

群馬県 010 香川県 037

埼玉県 011 愛媛県 038

千葉県 012 高知県 039

東京都 013 九州 福岡県 040

神奈川県 014 佐賀県 041

中部 新潟県 015 長崎県 042

富山県 016 熊本県 043

石川県 017 大分県 044

福井県 018 宮崎県 045

山梨県 019 鹿児島県 046

長野県 020 沖縄県 047

岐阜県 021

静岡県 022

愛知県 023

近畿 三重県 024

滋賀県 025

京都府 026

大阪府 027

兵庫県 028

奈良県 029

和歌山県 030
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■ 業種コード（日本標準産業大・中分類一覧（令和５年６月改訂）

大分類 中分類 業種コード

Ａ 農業 農業 A01

林業 A02

Ｂ 漁業 漁業（水産養殖業を除く） B03

水産養殖業 B04

C 鉱業 鉱業、採石業、砂利採取業 C05

D 建設業 総合工事業 D06

職別工事業(設備工事業を除く) D07

設備工事業 D08

E 製造業 食料品製造業 E09

飲料・たばこ・飼料製造業 E10

繊維工業 E11

木材・木製品製造業（家具を除く） E12

家具・装備品製造業 E13

パルプ・紙・紙加工品製造業 E14

印刷・同関連業 E15

化学工業 E16

石油製品・石炭製品製造業 E17

プラスチック製品製造業（別掲を除く） E18

ゴム製品製造業 E19

なめし革・同製品・毛皮製造業 E20

窯業・土石製品製造業 E21

鉄鋼業 E22

非鉄金属製造業 E23

金属製品製造業 E24

はん用機械器具製造業 E25

生産用機械器具製造業 E26

業務用機械器具製造業 E27

電子部品・デバイス・電子回路製造業 E28

電気機械器具製造業 E29

情報通信機械器具製造業 E30

輸送用機械器具製造業 E31

その他の製造業 E32

F 電気・ガス・熱供給・水道業 電気業 F33

ガス業 F34

熱供給業 F35

水道業 F36

G 情報通信業 通信業 G37

放送業 G38

情報サービス業 G39

インターネット附随サービス業 G40

映像・音声・文字情報制作業 G41

H 運輸業、郵便業 鉄道業 H42

道路旅客運送業 H43

道路貨物運送業 H44

水運業 H45

航空運輸業 H46

倉庫業 H47

運輸に附帯するサービス業 H48

郵便業（信書便事業を含む） H49
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大分類 中分類 業種コード

I 卸売業、小売業 各種商品卸売業 I50

繊維・衣服等卸売業 I51

飲食料品卸売業 I52

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 I53

機械器具卸売業 I54

その他の卸売業 I55

各種商品小売業 I56

織物・衣服・身の回り品小売業 I57

飲食料品小売業 I58

機械器具小売業 I59

その他の小売業 I60

無店舗小売業 I61

J 金融業、保険業 銀行業 J62

協同組織金融業 J63

貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 J64

金融商品取引業、商品先物取引業 J65

補助的金融業等 J66

保険業（保険媒介代理業、保険サ－ビス業を含む） J67

K 不動産業、物品賃貸業 不動産取引業 K68

不動産賃貸業・管理業 K69

物品賃貸業 K70

Ｌ 学術研究、専門・技術サ

ービス業

学術・開発研究機関 Ｌ71

専門サービス業（他に分類されないもの） Ｌ72

広告業 Ｌ73

技術サービス業（他に分類されないもの） Ｌ74

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 宿泊業 M75

飲食店 M76

持ち帰り・配達飲食サービス業 M77

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽

業

洗濯・理容・美容・浴場業 Ｎ78

その他の生活関連サービス業 Ｎ79

娯楽業 Ｎ80

Ｏ 教育、学習支援業 学校教育 Ｏ81

その他の教育、学習支援業 Ｏ82

Ｐ 医療、福祉 医療業 Ｐ83

保健衛生 Ｐ84

社会保険・社会福祉・介護事業 Ｐ85

Ｑ 複合サービス事業 郵便局 Q86

協同組合（他に分類されないもの） Q87

Ｒ サービス業（他に分類され

ないもの）

廃棄物処理業 Ｒ88

自動車整備業 Ｒ89

機械等修理業（別掲を除く） Ｒ90

職業紹介・労働者派遣業 Ｒ91

その他の事業サービス業 Ｒ92

政治・経済・文化団体 Ｒ93

宗教 Ｒ94

その他のサービス業 Ｒ95

外国公務（他に分類されるものを除く） R96

Ｓ 公務（他に分類されないも

の）

国家公務（他に分類されるものを除く） Ｓ97

地方公務（他に分類されるものを除く） Ｓ98

Ｔ 分類不能の産業 分類不能の産業 Ｔ99
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産業廃棄物の処理（収集運搬・処分）を他者に委託する場合の義務について

産業廃棄物の処理を他者に委託する場合には、原則として産業廃棄物処理業の許可を有する事業者

に委託しなければなりません。また、その際には次のような義務が生じます。

１ 書面による委託契約の締結義務

産業廃棄物の処理を他者に委託する場合、排出量の多少に関わらず、書面による委託契約の締結

が義務付けられています。

また、これらの契約は、運搬については収集運搬業者と排出事業者の間で、処分については処分

業者と排出事業者の間で、委託契約を締結することが義務付けられています。

なお契約書については、契約終了の日から５年間保存することが義務付けられています。

２ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付義務

産業廃棄物管理票制度（マニフェスト制度）とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際

に、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃

棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。

※ 一般的に使用されているマニフェストの種類（一例）

・ 全産連マニフェスト ： （一社）広島県資源循環協会で販売

・ 建設系マニフェスト ： （一社）広島県建設工業協会が販売

・ 電子マニフェスト ： （公財）日本産業廃棄物処理振興センター（ＪＷＮＥＴ）が運営

資料 2

産業廃棄物の適正処理を

確保するためには、各処理

段階において産業廃棄物に

関する情報が的確に伝達さ

れ、共有化されることが、

重要な鍵となります。

この情報管理を徹底する

ため、すべての産業廃棄物

の処理を委託する際に、産

業廃棄物管理票（マニフェ

スト）を使用することが義

務付けられています。
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【参考】紙マニフェストの交付、回付及び返送の手順

排出事業者

処分業者

収集運搬業者

マニフェスト
Ｅ

マニフェスト
Ｄ

マニフェスト
B2

マニフェスト
Ａ

※ 返却されたＢ２票、Ｄ票及びＥ票をＡ票と照合し、指示どおり適正

処理されたかどうかを確認した後、５年間保存すること。

産業廃棄物

ＥＤC2C1B2B1

マニフェスト
Ａ

① ① マニフェストに必要事項を記入し、産業廃棄物といっしょに マニ

フェスト（７枚、Ａ～Ｅ票）を収集・運搬業者に引き渡す。

産業廃棄物とマニフェストを確認してもらった後、マニフェストに署

名してもらい、Ａ票のみ返却してもらう。

マニフェスト
C2

マニフェスト
B1

※ 返却されたＣ２票とＢ１票を

照合した後、５年間保存すること。

マニフェスト
B2

③

③ 運搬終了後10日以内に、処分業者から 返却

されたＢ２票を排出事業者に返送する。

マニフェスト
Ｄ

④

④ 処分終了後10日以内に、 Ｄ

票を排出事業者に返送する。

マニフェスト
Ｅ

⑥

⑥ 最終処分終了後、Ｅ票に

最終処分が終了した旨を

記載して排出事業者に返

送する。

マニフェスト
C2 ⑤⑤ 処分終了後10日以内に、Ｃ２票

を収集運搬業者に返送する。

マニフェスト
C1

※ ５年間保存

すること。

産業廃棄物

②

② 産業廃棄物といっしょにマニフェスト（６枚、Ｂ１～Ｅ票）を引き渡す。

産業廃棄物とマニフェストを確認してもらった後、マニフェストに署名

してもらい、Ｂ１票、Ｂ２票のみ返却してもらう。

ＥＤC2C1B2

マニフェスト
B1

※ 処分業者が中間処理業者である場合

中間処理後の産業廃棄物について、最

終処分のために２次マニフェストを交

付した最終処分業者から、２次マニフ

ェストが返送され最終処分を確認した

ら、１次マニフェストＥ票を排出事業

者に返送する。

ＥＤC2C1B2B1

マニフェスト
Ａ

２次マニフェスト

１ マニフェストは委託する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物ごとに交付し、①～⑥の手順で管理します。

２ マニフェスト交付から90日以内（特別管理産業廃棄物は60日以内）にＢ２票（③）、Ｄ票（④）が返送されて

こない場合、又は180日以内にＥ票（⑥）が返送されてこない 場合は、収集運搬業者又は処分業者に確認し、あ

わせてその状況について都道府県知事（政令市は市長）へ報告してください。
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３ マニフェスト交付状況報告義務

マニフェストを交付した事業者は、前年の４月１日からその年の３月３１日までに交付したマニ

フェストの状況について、毎年度６月３０日までに都道府県知事（政令市は市長）に報告する義務

があります。

廃棄物の種類・量・マニフェストの交付枚数・廃棄物の搬入先・委託先等を報告様式に取りまと

めて報告してください（詳細については資料１の「記載要領」を参照してください）。

○ 紙マニフェスト様式

○ マニフェスト報告書様式

・マニフェストの内容を

取りまとめて報告書

を作成
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【参考】報告の取りまとめ及び報告先の例

○ 工場・店舗・オフィス等の固定した事業場の場合

マニフェストを交付した事業場毎に報告書を作成してください。

それぞれの事業場の所在地を管轄する行政窓口（「５報告及び担当行政窓口」参照）に報告書を提

出してください。

例）大竹市・庄原市・福山市に工場が所在する場合

○ 工事現場等の設置が短期間の事業場が複数存在する場合

広島県の管轄区域（広島市・呉市・福山市を除く広島県内）で交付したマニフェストについて、

１件の報告書に取りまとめて報告してください（各現場ごとに作成しても構いません。）。

報告に係る現場を統括する営業所等の所在地を管轄する行政窓口に報告してください。

なお、各現場を統括する営業所等が政令市等の区域内にある場合の報告先は次のとおりです。

・ 営業所等が広島市内の場合 → 西部厚生環境事務所広島支所（衛生環境課）

・ 営業所等が呉市内の場合 → 西部厚生環境事務所呉支所（衛生環境課）

・ 営業所等が福山市内の場合 → 東部厚生環境事務所福山支所（衛生環境課）

・ 営業所等が県内にない場合 → 排出量が最も多い現場を所管する窓口

例）東広島市内の建設会社が広島市内・三次市内及び北広島町内で工事を受注しマニフェストを交付

した場合

【三次市・北広島町の工事】

取りまとめて西部東厚生環境事務所に報告

【広島市内の工事】

広島市に報告

【庄原工場】

北部厚生環境事務所に報告

【大竹工場】

西部厚生環境事務所に報告

【福山工場】

福山市に報告
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４ その他の義務

委託契約の締結義務・マニフェストの交付義務の他にも様々な義務が課せられていますので、詳

細については、事業場所在地を管轄する行政窓口までご相談ください。

５ 報告及び担当行政窓口

区分 事業所等の所在地 担当行政窓口 住所・電話番号

県
管
轄
区
域

大竹市、廿日市市
広島県西部厚生環境事務所

環境管理課

〒738-0004

廿日市市桜尾二丁目2-68

0829-32-1181

府中町、海田町、熊野

町、坂町、安芸高田市、

安芸太田町、北広島町

広島県西部厚生環境事務所

広島支所 衛生環境課

〒730-0011

広島市中区基町10-52

082-228-2111

江田島市
広島県西部厚生環境事務所

呉支所 衛生環境課

〒737-0811

呉市西中央一丁目3-25

0823-22-5400

竹原市、東広島市、

大崎上島町

広島県西部東厚生環境事務所

環境管理課

〒739-0014

東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911

三原市、尾道市、

世羅町

広島県東部厚生環境事務所

環境管理課

〒722-0002

尾道市古浜町26-12

0848-25-2011

府中市、神石高原町
広島県東部厚生環境事務所

福山支所 衛生環境課

〒720-8511

福山市三吉町一丁目1-1

084-921-1311

三次市、庄原市
広島県北部厚生環境事務所

環境管理課

〒728-0013

三次市十日市東四丁目6-1

0824-63-5181

政
令
市
管
轄
区
域

広島市
広島市 環境局 業務部

産業廃棄物指導課

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6-34

082-504-2225

呉市
呉市 環境部

環境政策課

〒737-8501

呉市中央四丁目1-6

0823-25-3302

福山市
福山市 経済環境局 環境部

廃棄物対策課

〒720-8501

福山市東桜町3-5

084-928-1168


